
 

 

議  案  第  ３７  号  

 

 

新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

 

新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定する。  

 

平成２６年３月２０日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正する条例  

 

新居浜市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例（昭和３９年条例第６９

号）の一部を次のように改正する。  

第５条第１項及び第５条の２中「次の各号に」を「次に」に改める。  

第６条第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。  

第７条中「ことがある」を「ことができる」に改める。  

別表中  

「  

円 

１８９，０００ 

円 

２９４，０００ 

円 

４０９，０００ 

円 

５４４，０００ 

円 

７２９，０００ 

円 

９２９，０００ 

１７９，０００ ２７９，０００ ３７９，０００ ４８４，０００ ６５９，０００ ８５９，０００ 

１６９，０００ ２６８，０００ ３６３，０００ ４６３，０００ ６０９，０００ ７９９，０００ 

１６４，０００ ２５３，０００ ３３８，０００ ４２８，０００ ５７４，０００ ７５９，０００ 

１５４，０００ ２３３，０００ ３０８，０００ ３８８，０００ ５１４，０００ ６８４，０００ 

１４４，０００ ２１４，０００ ２８４，０００ ３５９，０００ ４６９，０００ ６３９，０００ 



 

 

」を  

「  

円 

２３９，０００ 

円 

３４４，０００ 

円 

４５９，０００ 

円 

５９４，０００ 

円 

７７９，０００ 

円 

９７９，０００ 

２２９，０００ ３２９，０００ ４２９，０００ ５３４，０００ ７０９，０００ ９０９，０００ 

２１９，０００ ３１８，０００ ４１３，０００ ５１３，０００ ６５９，０００ ８４９，０００ 

２１４，０００ ３０３，０００ ３８８，０００ ４７８，０００ ６２４，０００ ８０９，０００ 

２０４，０００ ２８３，０００ ３５８，０００ ４３８，０００ ５６４，０００ ７３４，０００ 

２００，０００ ２６４，０００ ３３４，０００ ４０９，０００ ５１９，０００ ６８９，０００ 

」に改める。  

附  則  

１  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

２  改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員につい

て適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。  

 

提案理由  

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施

行されることに伴い、新居浜市消防団員の処遇の改善を図るため、本案を提出する。  


